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雲仙岳登山道防災マップの作成について

平成29年度雲仙岳火山防災協議会 平成30年２月15日

∎ １.昨年度の雲仙岳火山防災協議会における説明状況

✓ 平成28年度雲仙岳火山防災協議会において避難の基本的な方針を以下の通り決定し、隠れられる
場所マップ(仮称）を平成29年度に作成することとした。

➢ 噴石からの避難においては退避壕、退避舎等の施設のほか岩陰や風穴等の身を隠すことのできる場所
を明示し、活用するものとする。

（登山者・観光客向けに隠れられる場所マップ(仮)を作成する。）

平成28年度雲仙岳火山防災協議会説明資料より抜粋
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雲仙岳登山道防災マップの作成について

平成29年度雲仙岳火山防災協議会 平成30年２月15日

∎ ２.平成29年度の検討状況：第1回幹事会における検討

✓ 第1回幹事会において、対象とする事象について整理
（突発的な水蒸気噴火による噴石等を対象）

✓ マップ作成の対象範囲について整理
✓ 他地域の火山防災マップ事例や各マップの特徴について紹介し、大まかな

作成方針を決定

平成29年度雲仙岳火山防災協議会第1回幹事会説明資料より抜粋

➢ 対象とする事象に関する説明資料 ➢ マップ作成の対象範囲に関する説明資料

（※左図：対象事象として小規模な火砕流も加えるよう指摘有）
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雲仙岳登山道防災マップの作成について

平成29年度雲仙岳火山防災協議会 平成30年２月15日

➢ 上：他地域の火山防災マップ等参考事例紹介
（焼岳・白山・御嶽山・乗鞍岳火山防災マップ）

➢ 左下：今後の作成方針に関する説明資料
・登山道防災マップのため登山者を利用対象と想定
・同様に登山者向けの火山防災マップとして作成され
ている「白山火山防災マップ」を参考とした。

・携帯しやすい折りたたみサイズ（A3・八つ折り）
・その他各火山地域が作成している防災マップの特徴
を盛り込む

（例：携帯電波状況、緊急退避が可能な避難場所を地図上に
特記して掲載、退避方向を矢印で図示、施設等の写真を
掲載、英語や記号等を利用し分かりやすさに配慮など）
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雲仙岳登山道防災マップの作成について

平成29年度雲仙岳火山防災協議会 平成30年２月15日

∎ ３.隠れ場所候補地に関する情報収集（照会）

✓ 平成29年6月に雲仙岳火山防災協議会構成機関に対して以下の項目について照会依頼
→各機関からの回答を整理

1. マップに掲載する緊急時退避場所候補箇所（照会)
2. マップの名称及びマップに掲載する情報（照会）
3. 雲仙岳登山道に関する写真の提供（依頼）

∎ ４.第２回幹事会における検討

✓ 第1回幹事会の意見を踏まえて、事務局（県危機
管理課）においてマップ素案を作成

✓ マップの全体構成、掲載する情報、退避場所の表現
方法の考え方(案)を提示

✓ 第２回幹事会で提示したマップ案を踏まえて、後日
に現地視察登山を実施

平成29年度雲仙岳火山防災協議会第2回幹事会説明資料より抜粋
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雲仙岳登山道防災マップの作成について

平成29年度雲仙岳火山防災協議会 平成30年２月15日

➢ 上：第2回幹事会で提示したマップ素案

➢ 左下：裏面地図掲載事項の説明及び隠れ場所（退避場所）
の表現方法、掲載位置、掲載基準等に関する説明
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雲仙岳登山道防災マップの作成について

平成29年度雲仙岳火山防災協議会 平成30年２月15日

∎ ５.視察登山の実施

✓ 雲仙岳防災視察登山を実施し、各機関から回答のあった退避場所候補地を現地確認
✓ 参加者に対してアンケートを実施し推奨・啓発する場所や事柄などを調査
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雲仙岳登山道防災マップの作成について

平成29年度雲仙岳火山防災協議会 平成30年２月15日

∎ ６.第３回幹事会における検討

✓ 第２回幹事会及び視察登山実施後にマップに関する修正意見を照会
✓ 各機関からの意見を踏まえて雲仙岳登山道防災マップ(案)を提示

1. 地図：地形の凹凸がわかる地図に変更
2. 退避場所：視察登山の意見も踏まえて、以下の通り対応

・風穴を除いて退避場所（岩陰等)は個別の具体的な箇所を例示するのではなく退避場所が存在する
エリアと身を隠す場所の目安を示す
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雲仙岳登山道防災マップの作成について

平成29年度雲仙岳火山防災協議会 平成30年２月15日

∎ ７．今後の進め方について

✓ 平成29年度雲仙岳火山防災協議会（本会議）にて提示（資料6-2)し、各機関からの意見を聴取
✓ 会議での意見や一部情報が未反映の項目について最終的な調整作業を２月～３月にかけて実施

（携帯電話利用可能エリアの反映や写真・地図の精査・許諾処理等）

✓ 最終調整が完了次第（3月中）、長崎県HPや関係機関webサイト等で公表する予定
✓ また、３月中に印刷（5,000部予定）を行うとともに各機関に配布（マップ設置)の協力依頼を実施し、
4月以降順次登山者に対して配布・利用を促すこととする。


